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第三者調査委員会の調査報告書の受領についてのお知らせ 

 
 
 当社は、本日、平成 23 年６月 30 日付け「第三者委員会設置のお知らせ」にて公表いたしましたと

おり、「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」に違反する社債発行の事象について、

第三者委員会を設置し調査を進めてまいりました。 
 この度、第三者委員会より調査報告書を正式に受領いたしましたので、お知らせいたします。 
 最終報告書の概要は別紙の通りでございます。 
  
 株主様はじめ市場関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを改めて深く

お詫び申し上げます。当社といたしましては、第三者調査委員会の提言を厳粛に受け止め、信頼回復

に向けて、再発防止策の構築に取り組む所存であります。 
 
 
添付資料「第三者委員会調査報告書」（概要） 
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（別紙） 

第三者委員会報告書（概要） 
 

平成２３年７月２０日 

  
                       RH インシグノ株式会社 第三者委員会 
 
                          委員長    松 尾 慎 祐 
          
                          委 員    上 田 直 樹 
 
                          委 員    堤   広 太 
                     
 
第１部  調査の概要 
 
１． 調査に至る経緯 

 
ＲＨインシグノ株式会社（以下「当社」という。）において、当社が貸金業者であるにもかか

わらず「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」（以下「ノンバンク社債法」

という。）に定める特定金融会社等の登録を行うことなく社債発行（以下「本件社債発行」若

しくは「本件違法行為」という。）を実施していた事実が平成 23 年 6 月 22 日に判明したこ

とから、「２．調査目的」記載の調査等を実施するため、同年 6 月 30 日に当社と利害関係の

ない外部有識者による「第三者委員会」を設置して実態調査を依頼することとした。 
   
２． 調査目的 

 

当社において本件違法行為が判明したため、かかる違法行為発生の背景調査、原因分析、再

発防止策の提言を行うとともに、他の法令違反の有無や当社グループの法令遵守体制の調査

等を実施することを目的とする。 

 
３． 第三者委員会の構成員 

 

委員長  松尾 慎祐（弁護士） 

  委 員  上田 直樹（弁護士） 

  委 員  堤  広太（公認会計士） 

  ※その他、調査担当の弁護士２名及び公認会計士１名が選任されている。 
  
４． 調査等委嘱事項 

 
第三者委員会（以下「当委員会」という。）が調査の委嘱等を受けた事項は以下のとおりであ

る。 
(1) 本件社債発行（違法行為）が行われた経緯、原因分析及び再発防止策の提言 

 (2) 当社グループの業務上遂行すべき法令の遵守体制の調査（労働法等一般法規を除く。） 
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 (3) 現在有効であり、または当社の 51 期、52 期会計年度に締結された契約金額 1,000 万円以

上の重要取引（貸出取引を含む。）に関する遵法性の調査 
（※(3)については、調査の端緒となった本件違法行為とは直接関連がなく、また係争中の

事案等も含まれていることから公表の対象とはしない。） 
 

５．調査の方法 
  

（資料の精査）  
  会社の組織に関連する基礎資料（取締役会議事録、監査役会議事録、内部監査報告書、全社

的な内部統制に関する評価シートを含む。）、本件社債発行に関連する資料（契約書、稟議書

を含む。）、重要取引に関する資料（契約書、稟議書を含む。）、その他これに付随する帳票類

を精査した。 
 
 （ヒアリングの実施） 
  当社の代表取締役、前代表取締役、取締役、前取締役、内部統制監査室長、監査役（常勤・

非常勤）、会計監査人を対象に、当社本社並びに委員事務所においてヒアリングを実施した。 
 
  なお、有価証券報告書の提出期限との関係で、当委員会に与えられた実質的な調査期間は 2

週間弱と短期であり、時間的制約の観点等から、当社より必要な協力を得られたものの、当

委員会が当社の企業活動に関する網羅的・悉皆的な調査を実施したものではないことを付言

する。 
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第２部 本件社債発行について 
 
１．認定事実 
  

 当委員会が認定した事実及び法的評価等は以下のとおりである。 
   

(1) 当社が私募債による資金調達を行うに至った経緯 
 

当社は、平成 20 年頃に消費者金融事業から撤退した。この撤退により売上高の減少及び利

益水準の低下は避けられず、当社は、金融事業に代わる地域活性化事業、不動産事業に係

る投資資金や運転資金を調達する必要が生じたが、間接金融（銀行借入）による資金調達

はかかる売上減に鑑み困難な情勢にあった。他方、当社の規模・業況では、投資適格の格

付けを得ることは困難であり、公募社債の発行は難しかった。このような事情から、当社

は、私募債の発行を行うことになったものと認められる。 
当社の本件社債発行の担当部署はコーポレート本部（※部署名は現在の名称）であった。 
なお、当社は、消費者金融事業の撤退後も、既存取引の管理や企業金融事業の継続の観点

から、貸金業者としての登録は維持している（登録番号：北海道知事(1)石第 3049 号）。 
 

(2) 投資家の探索 
 

一方、当社は、社債の発行による資金調達を過去に行ったことがなく、引受候補先の探索

をはじめ、私募債発行に伴う諸手続についても精通をしていなかったことから、当社のＡ

取締役が代表を務める株式会社Ｂ（以下「Ｂ社」という。）に対し、社債発行に伴う情報提

供や投資家候補先との契約や諸手続に係るアドバイザリー業務を委託した（アドバイザリ

ー契約自体は事後に平成 22 年 5 月 31 日付で締結され、当社自身が投資家を探索した第 7
回発行分以外を対象として報酬が平成 23 年に支払われている。）。 
その結果、当社が属するレッドホースグループ（以下「RH グループ」という。）やＡ取締

役個人の人的ネットワークを活用し、下記図表 2-1-1 の社債が発行されるに至った（総額は

円換算で概ね 893,120 千円。なお、発行条件は、償還期限は 3 年もしくは 5 年、利率は 3%
もしくは 5%） 
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    【図表 2-1-1】社債発行一覧表 
発行主体 銘柄 引受先 引受日 引受金額 

当社 第 1 回無担保普通社債 法人 H22.1.29 100,000 千円 
当社 第 1 回無担保普通社債 法人 H22.1.29 100,000 千円 
当社 第 3 回無担保普通社債 個人 H22.6.30 50,000 千円 
当社 第 4 回無担保普通社債 法人 H22.8.27 100,000 千円 
当社 第 4 回無担保普通社債 法人 H22.10.28 200,000 千円 
当社 第 6 回無担保普通社債 法人 H22.8.31 10,000 千円 
当社 第 7 回無担保普通社債 法人 H22.11.5 50,000 千円 
子会社 香港円建無担保普通社債 外国法人 H22.6.18 200,000 千円 
子会社 米ﾄﾞﾙ建無担保普通社債 個人 H22.8.27 US$1,000,000 

   ※上表で「子会社」とあるのは当社の 100%子会社「Wealth Sky Asia Ltd.」（香港法人）

を指す。 
     

(3) 社債発行時のノンバンク社債法についての認識 
 

当委員会のヒアリングした結果によれば、担当部（当社コーポレート本部）の発行当時の

責任者の認識は、「そもそもこのような法令は存在するとは考えていなかった。」というも

のであるが、敢えて事後的な認識について述べれば「既に当社は消費者金融業務から撤退

する方向がある中で、新たな事業セグメントへの投融資資金ないし運転資金を調達するも

のであって、『貸金業務』に関連する法規制が及ぶものとは想定していなかった。」という

ものである。 
一方、本件社債発行日以降（平成 22 年 1 月以降）、当社は、Ｂ社及び株式会社Ｃ（以下「Ｃ

社」という。）に対する貸付を実行している。 
 

(4) 当委員会による法的評価 
 

ノンバンク社債法第 1 条は「この法律は、金融業者がその貸付業務のために行う社債の発

行等による貸付資金の受入れに関し、（以下略）」と規定されており、法文上は特定金融会

社としての登録を要する社債の発行は、あくまで「貸金業務のために」社債を発行する目

的（主観的要件）を要件とされているようにも思われる（前記のとおり担当者の認識によ

れば、本件社債発行の目的は、新たな事業セグメントへの投融資資金ないし運転資金を調

達するというものであった）。 
しかし一方、ノンバンク社債法第 3 条は「金融業者は、内閣総理大臣の登録を受けた金融

会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法（以下「社債の発行等」という。）

による貸付資金の受入れをしてはならない。」と規定しており、資金調達の目的（主観的要

件）による限定を付していない。そうだとすれば、資金調達の目的に係わらず、社債の発

行代わり金が貸付資金に使用された客観的状況があれば、同法に定める登録をすることな

く行われた社債発行は違法性を帯びるものと解するのが相当である（旧大蔵省金融企画局

の担当官の解説（『ノンバンク社債法の解説』金融法務事情 1548 号 12 頁）も同旨と解され

る）。 
 
本件において、当社が本件社債発行後に実施した企業金融のうち、Ｃ社への貸付実行日は

平成 23 年 4 月 22 日（金 20,000 千円）であり、確かに、社債発行代わり金が貸出資金に使

用されたか否かの認定は微妙である。しかし一方、Ｂ社に対する貸付は、本件社債の発行

期間とほぼ重複する期間（平成 22 年 1 月から平成 23 年 1 月にかけて）に計 20 回にわたる
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貸付（合計 797,500 千円）が実行されている（なお、Ｂ社に対する貸付はいわゆる「グル

ープ間金融」と解する余地もあるが、ノンバンク社債法は文言上「貸付」を「業」による

ものに限定していない。）。 
以上の貸付経緯や、同時期の当社の手元流動性の水準に鑑みれば、当社では本件社債の発

行により、貸付資金の受入れが行われたことを否定することはできず、本件一連の社債発

行はいずれもノンバンク社債法に定める登録を行うことなく実施された同法に違反するも

のと解さざるを得ない。 
 
なお、本件社債発行のうち、2 回分は当社の海外 100%子会社（Wealth Sky Asia Ltd.）が

発行主体となっているが（したがって、これら 2 回分の社債は厳密には会社法上の「社債」

ではない）、当該 2 回分の発行代わり金（円換算で計 283,120 千円）は、(a)社債引受日の 5
日後の平成 22 年 6 月 23 日（引受額と同額の 200,000 千円）、並びに、(b)社債引受日の 17
日後の平成 22 年 9 月 13 日（引受額と同額（円換算）の 83,120 千円）、にそれぞれ当社に

貸し付けられている。 
この点、ノンバンク社債法施行令第 3 条第 3 号並びに同法施行規則第 2 条第 1 号は、貸付

資金の受入方法に関し、「借入金その他の何らの名義をもってするを問わず、当該金融業者

以外の者が当該金融業者の貸付資金とする目的をもってする社債又は金融商品取引法（中

略）に掲げる約束手形の発行により受け入れた金銭の受入れ」は「社債の発行等」に該当

するものと定めており、上記の Wealth Sky Asia Ltd.による発行代わり金の当社への貸付

日・貸付金額等に鑑みれば、Wealth Sky Asia Ltd.の社債発行は当社の貸付資金とする目的

で実施されたものと評価するのが相当である。 
従って、発行主体が Wealth Sky Asia Ltd.であることは、ノンバンク社債法の適用の妨げ

にはならないものと思料する。 
 

(5) ノンバンク社債法上の登録 
 
ノンバンク社債法上の登録については、本件違法行為の発覚後、平成 23 年 6 月 28 日付で

当社より北海道財務局に対して登録申請がなされ、翌 6 月 29 日に登録が完了している（登

録番号：北海道財務局長第 1 号）。 
 

(6) 本件社債発行に係る財務報告への影響について 
 

上記のように、本件社債発行は法令に違反するものではあるものの、社債の発行自体が無効

になるものではなく（なお、上記のとおりノンバンク社債法上の登録は行われている。）、ま

た、以下の調査を行った結果（発行主体が子会社のものを除く）、財務報告上問題となる事

項は発見されず、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して適切に会計処理が行われ

ており、財務報告に与える影響はないものと思料される。 
 

（実施した調査） 
－取締役会議事録の閲覧 
－取締役会決議事項と社債原簿との内容照合 
－社債利息の金額の再計算 
－実際の入出金の証憑確認 
－関連証憑と会計帳簿との証憑突合 
 

(7) 本件社債発行に係るその他の問題点 
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a. 会社法第 362 条第 4 項第 5 号によれば、取締役会設置会社の社債の発行に際し、代表取

締役に募集事項の決定を委任する場合には、取締役会決議により、①2 つ以上の募集に係

る募集事項の決定を委任するときはその旨、②募集社債の総額の上限、③募集社債の利

率の上限その他の利率に関する事項の要綱、④募集社債の払込金額の総額の 低額その

他の払込金額に関する事項の要綱、を定める必要がある（会社法施行規則第 99 条）。 
しかしながら、当社では、本件社債の発行に係る平成 21 年 8 月 21 日取締役会において、

「無担保普通社債」を「20 億円以内」で「日本国内での私募」により複数回発行するこ

とがある旨を決議したが、上記①③④を定めているわけではない（なお、平成 22 年 6 月

11 日取締役会により総額 10 億円に減額したが①の決議はなされていない。）。したがって、

会社法に定める代表取締役への委任の要件を満たしておらず、結果として、当社の本件

社債発行に際しては発行の都度取締役会の決議を経る必要が存していた。 
この点、本件社債発行のうち第 1 回（平成 22 年 1 月 28 日取締役会）、第 4 回・第 6 回（平

成 22 年 8 月 26 日取締役会）、第 7 回（平成 22 年 10 月 15 日取締役会）については取締

役会決議が存在したものと評価しえるが、第 3 回（平成 22 年 6 月 30 日引受、50,000 千

円）については取締役会の決議に係る証跡（取締役会議事録）が存しない。 
なお、第 7 回の発行を決議した平成 22 年 10 月 15 日取締役会においては、併せて「発行

総額内における代表取締役一任の件」を決議しているが、この時点以降当社において社

債は発行されていない。 
 

b. また、前期の当社の 100%子会社（Wealth Sky Asia Ltd.）による当社に対する貸付（計

283,120,000 円）については、当社業務分掌・職務権限表によればたとえ 100％子会社か

らの借入であっても取締役会決議を要するものと解されるが、かかる決議を経た証跡は

存在しない。 
 

２．原因分析 
   

(1) 当社グループの法令等遵守体制について 
 

    当社（グループ）の法令遵守については、取締役会及び監査役会による監視以外に、当社

の平成 23 年 3 月期事業報告によれば、以下の体制が整備されているとのことである。 
   取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
    (a) 内部統制監査室によるコンプライアンスの状況の監査 
    (b) 社長を委員長とし、組織横断的に諸部門からの社員をメンバーとするコンプライアン

ス委員会が内部管理体制強化を図る 
    (c) 内部通報制度の運用 
   企業集団における業務の適正を確保するための体制 
    ‐当社内部統制監査室が当社グループ全体のコンプライアンスを統括・推進 
 

(2) 法令等遵守体制の運用の実態 
 

   しかしながら、当委員会で当社関係者をヒアリングした結果によれば、上記体制の運用につ

いては以下の問題点が認められた。 
 
   まず、内部統制監査室によるコンプライアンスの状況（法令等遵守体制）に係る内部監査に

ついては、内部監査報告書の引き継ぎが十分に行われておらず、現在は内部監査の実施自体
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なされていない。なお、もともと、当社が消費者金融事業を実施していた時期には、内部統

制監査室の前身である検査部（スタッフ 3 名が専属）において支店向け及び本社機能を対象

とした内部監査を実施していたが、消費者金融事業からの撤退に伴い、内部監査の実施体制

を縮小し、本社機能を対象とするものも含め、内部監査が行われなくなっていた。 
 
   また、コンプライアンス委員会についてはそもそも開催されたことすらないとのことである。 
 
   更に、内部統制監査室がグループ全体のコンプライアンスの統括・推進を担っている実態は

なく、いわゆる内部統制監査対応のみを担当しているのが実情である。内部統制監査室は各

種セミナー受講等、遵守すべき関連法令に習熟する機会も与えられておらず、また、内部統

制監査室が社内コンプライアンス研修、法令改正対応等の情報発信を実施（同室が実施主体

となる場合及び顧問弁護士等に研修を依頼する場合を含む。）している形跡もない。従って、

内部統制監査室によるコンプライアンスの統括・推進機能は形骸化している。 
 
   なお、貸金業法に関しては、平成 18 年 12 月に成立した「貸金業の規制等に関する法律等

の一部を改正する法律」の段階的施行に合わせ、要対応事項を日本貸金業協会等に照会する

などして法令遵守の体制を構築した模様である。しかし、かかる対応はあくまで事業部門で

あるカンパニー本部の消費者金融事業の担当者が行っていたものであり、当社グループが遵

守すべき法令を統括する部署が改正法等の情報収集、相談事例の蓄積・社内発信、顧問弁護

士との窓口機能等を担う体制にはなっていなかった。 
   したがって、営業取引を所管する部署（カンパニー本部）、資金調達や投融資を実施する部

署（コーポレート本部）、において、それぞれ法務問題に面したときは、各部門の裁量によ

り予算の範囲内で顧問弁護士等に相談することはあったが、当該相談の過程で得られた法務

知識やノウハウ等が共有される仕組みは有していなかった。 
 
   また、当社従業員の平成 23 年 3 月期の男子（計 8 名）の平均勤続年数は僅か 4 年 2 ケ月で

あり（女子（計 7 名）は 10 年 11 ケ月）、人材が長期にわたり定着しない点も、コンプライ

アンス業務の円滑な承継や法務問題を通した法務知識・ノウハウの集積等が十分になされて

いない遠因になっているものと推測される。 
    

(3) 本件社債発行に係る法令遵守意識 
 

本件社債発行に関しても、当社担当者の問題認識は、あくまで「私募要件を満たす発行手

続、引受契約書の内容になっているか（有価証券届出書の提出の要否）」という点であり、

顧問弁護士に対する法的アドバイスの依頼も上記の点に集約されていた。そして、当社は

ノンバンク社債法の存在自体を認識しておらず、本件社債の発行に際して金融商品取引法

以外に遵守すべき法令があるとの認識は何ら有していなかった。上記した登録番号（北海

道財務局長第 1 号）からも解るように、そもそも社債発行して資金を調達することのニー

ズがなかった中小金融業者においては同法の存在を認識していなかったとしてもやむ得な

い面はあると思われる。 
 

  しかしながら、顧問弁護士や法律専門家である役員も当社が貸金業者であることは認識し

ていたのであるから、本件社債発行に先立ち、ノンバンク社債法所定の登録を経ているか否

かを確認することは可能であったとは言える。また、ノンバンク社債法自体は、平成 11 年

5 月 20 日に出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（以下「出資法」とい

う。）の改正とセットで施行されており、いわゆる大手の貸金業者（オリックス㈱、アコム
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㈱、プロミス㈱、㈱武富士など）は、同法施行後速やかに財務局への登録を終えている。当

社が、出資法改正に際して、ノンバンク社債法の存在・内容に係る情報を適時に入手し、登

録の要否を含む意思決定（法施行当時に登録する場合のみならず、実際に社債を発行する前

に登録する場合を含む。）を行い、その状況並びに対処すべき事項がコンプライアンスを統

括する内部統制監査室を含む関連部署との間で共有されていれば、そもそもかかるノンバン

ク社債法に違反する発行は行われなかったものと考えられる。この点、内部統制監査室の前

身である検査部においては、平成 11 年のノンバンク社債法施行当時から、同法の存在をフ

ォローしておらず、その結果、内部統制監査室を含む関連部署にも何ら同法の存在を含む要

対応事項が承継されていない。 
 
   このように、当社は、ノンバンク社債法の成立当時から本件社債発行当時に至るまで、内部

統制監査室（前身の検査部もしくはこれに代替する部署を含む。）にコンプライアンスを統

括・推進するための実質的機能を与えず、これを形骸化させてきたことから、かかる同法違

反の本件社債発行が発生したものと認められる。 
 
   なお、本件社債発行の法適合性に関しては、取締役会での議論も特段なされていない。上記

のように、内部統制監査室のコンプライアンス統括・推進機能が形骸化しているのであれば、

取締役会自体が、法適合性の検証を推進していくべきであると解されるが、調査の結果から

すれば、当社の取締役会自体に上場会社としてのコンプライアンス上の意識が希薄化してい

た面があることは否めず（事実、本件社債発行に関連して、出席取締役・出席監査役からは

法適合性に関する何らの確認意見も表明されていなかったようである。）、そのことも本件が

発生した原因の一部を構成しているものと推測されるところである。 
 

(4) 財務報告に係る内部統制のうち全社的な内部統制に関する評価と対応 
 

a. 統制環境 
 

誠実性及び倫理 
コンプライアンス規程及び組織図によれば、コンプライアンス委員会は委員長阿部代表取

締役、委員Ｄ及びＥにより構成され（ただし、現状である。委員長は、代表取締役が就任

することになるが、本件社債発行が行われた当時委員は決まっていなかった。）、コンプラ

イアンスおよびリスクマネジメントに関わる基本的事項の確立、企業行動指針の策定及び

危機管理時における対応方針の確立につき審議を行うとしている。規程上、委員会は定期

的に開催されるものではなく委員長が必要に応じて開催するとされており、51 期及び 52
期においては一度も開催されていない。したがって、コンプライアンス委員会は法令違反

のリスクやその防止策を事前に検討する役割を担う組織としては十分な機能を果たして

いないと考えられる。 
 

人的資源に対する方針と管理 
当社においては、消費者金融業の縮小に伴い希望退職を募り急激に人員が減少したことや、

上記のとおりここ数年人員の入れ替わりが激しかったこと等から必要とされる経験や知

識を十分に有する人員が不足している状況にあった（第 51 期有価証券報告書の１．【主要

な経営指標等の推移】によれば従業員数は当社ベースで平成 18 年 3 月期 58 名、平成 19
年 3 月期 21 名、平成 20 年 3 月期 19 名、平成 21 年 3 月期 19 名、平成 22 年 3 月期 14
名と大幅に減少している）。内部統制監査室においても、平成 23 年 3 月期中に担当者が順

次入れ替わり（5 名入れ替わっている）、現任の担当者は内部統制及びコンプライアンス
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についての経験もなかった上に、簡単な引継ぎがあったのみで研修等により必要とされる

知識の習得もできないような状況であったとのことである。このように人員構成の急激な

変化の中で、コーポレート部門及びカンパニー部門ともに、必要とされる知識と技能の変

化に対応するような採用及び研修等は十分に行うことが出来ていないと考えられる。 
  

b.リスクの評価と対応 
 
当社はもともと中核事業が消費者金融業であったが、消費者金融業を縮小後に RH グルー

プの傘下となり、RH グループとしては地域活性化事業を中核とする目的で取得した経緯が

あった。そのため、RH グループから就任した当時の代表取締役社長に当社が消費者金融業

を行っているという認識が薄かった。また、ヒアリングによれば当時代表取締役、取締役、

監査役及び顧問弁護士（ただし、当時の顧問弁護士に対して直接ヒアリングを行うことは出

来なかった。）にノンバンク社債法についての認識はなく、社債発行手続については特別に

リスクを識別していなかったと考えられる。 
 
また、当社は危機管理委員会規程を制定しているが、当該規程は、重大な事象等が発生した

場合に事後的に委員会の開催と当該事象に対する対応を規定しているに過ぎず、事前に会社

に現存または潜在するリスクを識別して防止するような形にはなっていない。なお、危機管

理委員会はこれまで一度も開催されたことがないとのことである。したがって、会社に現存

または潜在するリスクを識別して防止するような会社の仕組みが十分には整っていないと

考えられる。 
 

c. 統制活動 
 
上記のとおり、社債に関する知見を有する担当者が不在であった結果、社債発行手続に関

する統制活動につきリスクを反映していないものになっていたと考えられる。 
 

d. モニタリング 
 
モニタリングには日常的モニタリング及び独立的評価がある。 
日常的モニタリングとは、内部統制の有効性を監視するために、経営管理や業務改善等の

通常の業務に組み込まれて行われる活動をいい、各業務における責任者（所属長または中

小規模の企業においては管掌役員など）による定期的なチェックが代表的である。 
また、独立的評価とは、定期的または随時行われる内部統制の評価であり、経営者、取締

役会、監査役、内部監査等を通じて実施される活動をいい、中小規模の企業では、主に内

部監査がその役割を担っていることが多い。 
日常的モニタリングについては、調査した範囲において特に問題となる事項は検出されな

かったが、今後も引き続き人員構成に大幅な変化が生じることが想定されることから、そ

の継続的な有効性には注意が必要と考えられる。また、独立的評価については、内部統制

監査室は人員構成等の面で能動的に内部統制評価を実施し得る状況にはなく、その機能を

十分には果たしていないと考えられる。 
 
３．再発防止策 
 
  以上の事実経緯並びに原因分析を踏まえ、当委員会は以下の再発防止策を提言する。 

なお、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価
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及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」においては、「事業規模が小規模で、

比較的簡素な組織構造を有している組織等（中小規模企業）の場合に、職務分掌に代わる代

替的な統制や企業外部の専門家の利用等の可能性も含め、その特性等に応じた工夫が行われ

るべき」とある。当社の実態はここでいう中小規模企業に該当すると考えられるため、かか

る意見書も念頭に置いた上で再発防止策を提示する。 
 

(1) 内部統制監査室のコンプライアンス統括・推進機能の強化 
 

前記のように、当社の内部統制監査室によるコンプライアンスの統括・推進機能は形骸化し

ている。 
その結果、当社の業務に関連する業法・ガイドラインの施行・改正に関しては、カンパニー

本部、コーポレート本部など各部門の担当者が属人的にフォローすることはあっても、係る

フォロー結果が全社的に共有される仕組みは存在せず、また、当該担当者の退職により集積

した法務知識等が適切に承継されていない実態が存する。 
   他方、当社は、グループ全体の社員数が僅か 15 名の企業であり（平成 23 年 3 月期事業報

告）、法令遵守のための重厚な内部組織を構築するのは現実的には困難である面も否定でき

ないところである。 
   
    従って、当委員会としては、当社の業務実態を踏まえ、①各部門において法務問題が生じ、

顧問弁護士や監督官庁等への相談が行われた際は、内部統制監査室においても相談内容・弁

護士等の回答内容等をフォローし、ノウハウとして形式知化する、②法令・ガイドライン等

の改正に際しては、貸金業協会その他当社グループが所属する業界団体の主催するセミナー

等に出席し、その内容を適時に社内に周知する、③内部統制監査室の主宰により、社内・社

外の専門家を講師とする業法に係る社内勉強会を適時に開催する、等の内容を、内部統制監

査室のコンプライアンス統括・推進機能の強化に向けた改善策として提言する（当然ながら、

今後業容が拡大する際には、その企業規模に応じたコンプライアンス統括機能が求められる

ことになる。）。 
 
 (2) 法令チェックシートの作成など可視化の促進 
 
   本件違法行為は、「法の不知」から引き起こされたものである。 
   従って、今一度当社の遵守すべき業法・ガイドラインを洗い出し、業務の特性に応じたチェ

ックシートを作成し共有（可視化）するなど、少なくとも、当社の各社員が法の不知やミス

による手続懈怠を引き起こすことのないよう、業務プロセスの中に組み込むなどの措置が必

要であるものと思料される。 
 
 (3) コンプライアンス委員会の役割の明確化 
 
   当社の平成23年3月期事業報告によれば、コンプライアンス委員会は「社長を委員長とし、

組織横断的に諸部門からの社員をメンバー」とし、「内部管理体制強化を図り法令遵守はも

とより企業倫理に関する啓蒙、諸問題の検討を行い、経営に反映させる」組織と位置づけ

られている。 
   しかし前記のように、当社においてコンプライアンス委員会は開催されたこともなく、完

全に実態を喪失している。 
   今後の法令遵守体制を実務面で推進していくのは内部監査統制室と思われるが、それに加

えて、法令遵守体制が実質的に機能しているか否かを検証する仕組みが必要と思われる。
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また、新たなビジネス分野に参入したり、過去に例のない手法による資金調達等を実施す

る際には、重要性に応じて、コンプライアンスを含めたリスク評価プロセスを実施する必

要が生じるものと解される。例えば、そのような機能を有する非常置機関として位置づけ

るなど、コンプライアンス委員会について、当社の実態に応じた役割・機能につき具体的

に明確化を図る必要があるものと思料する。なお、当社の規模に応じ、かかる役割・機能

を取締役会が担うことも考えられる。 
 (4) 重要行為を行う際の取締役会における協議・事前調査の徹底 
    
   本件違法行為については、当社の取締役会に上場会社としてのコンプライアンス上の意識

が希薄化していた点が起因することは否めない。そこで、今後当社において重要行為を行

う場合には、監査役（当社の監査役には法律専門家も就任している。）の意見も聞きながら、

取締役会において徹底した協議を行うこと及びその前提として当該協議に堪えうるだけの

事前調査を行う期間を設ける必要があることを改善策として提言する。 
    

以上 
 

 




